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表紙

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、書面交付
請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無に関わらず、株主の皆様に
電子提供措置事項から上記の事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいた
します。

第59回定時株主総会資料
電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項

事業報告
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

連結計算書類
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
計算書類等に係る会計監査報告
監査等委員会の監査報告

第59期（2025年4月1日～2026年3月31日）
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
【業務の適正を確保するための体制】
　当社は、取締役会において、次のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めております。

① 企業集団における取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社取締役会は、当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合し、かつ企業
の社会的責任を果たせるよう、当社グループ全役職員を対象として、「企業理念」・「EIZOグループ行動指
針」・「EIZOグループ人権方針」・「EIZOグループ贈収賄・腐敗行為防止方針」及び「コンプライアンス規
程」を定め、以下の要領にてコンプライアンスプログラムの整備及び充実を図る。

イ. コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスプログラムを整備・運用する。
ロ. コンプライアンスの徹底を図るため、当社グループの取締役及び使用人へ教育を行い、コンプライアン

ス意識を醸成し、コンプライアンスプログラムの適切な運用につき監査等を実施する。
ハ. 内部通報制度の整備・運用を通して、法令違反による企業信用の失墜等、企業価値を大きく毀損するよ

うな重大な事態の発生を未然に防止する。
ニ. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切関係を持たない。また、反社会的勢

力・団体からの不当な要求には毅然と対応し、その活動を助長する行為に関与しない。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る重要な意思決定及び報告に関する以下の文書については、「文書管理規程」・「規
程管理規程」等に基づき、適切かつ確実に保存・管理を行う。

イ. 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録及びそれらの関連資料
ロ. 社内の重要会議の議事録及びその関連資料
ハ. 稟議書及びその他重要な社内申請書類
ニ. 会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関又は金融商品取引所に提出した書類の写し

その他重要文書

③ 企業集団における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　「リスクマネジメント基本規程」に基づき、当社グループの事業活動に影響を及ぼすリスクを統合的・一元
的に管理する体制を構築する。

イ. 経営会議にて、当社事業への影響が高いと判断する「重要リスク」を特定し、リスク対策を決定する。
ロ. リスクマネジメント委員会を設置し、経理・情報管理・安全衛生・品質保証及び環境マネジメント等に

関する各種規程の運用によるカテゴリーごとのリスクの分析・把握・防止・管理等を行う。
ハ. 事業継続活動に関しては、リスク発生の際には迅速かつ的確に対応するべく、事業継続計画（BCP）を

策定する。

－ 1 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

④ 企業集団における取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社グループの経営戦略決定の迅速化と経営監督体制・業務執行体制の強化を目的に以下の体制を構築す
る。

イ. 定例取締役会：年度ごとに取り決める開催日程表に基づき開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開
催する。

ロ. 執行役員制度：経営の監督と業務の執行を分離するために、執行役員制度を導入し迅速な業務執行を図
る。

ハ. 経営会議：常勤取締役及び執行役員を主な構成員とする経営会議を設置し、重要な経営課題の審議及び
協議を効率的に行う。

ニ. グループ会社の業務執行状況については定例取締役会にて定期的な報告を受け、また、重要事項につい
ては取締役会及び経営会議において審議する。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
　グループ会社におけるコンプライアンス体制及びリスク管理体制に関しては、「コンプライアンス規程」及
び「リスクマネジメント基本規程」に基づき、当社において統括管理する。グループ会社の業務遂行に関して
は、「グループ会社管理規程」及び「Approval & Report Policy」に基づく重要事項の報告及び決裁の制
度、内部監査制度の活用等により、グループ会社の状況に応じた必要かつ適切な管理を行う。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他
の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の
当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会の職務は、内部監査部門がこれを補助する。内部監査部門は当該補助業務につき監査等委員会
の指示に従う。なお、当該補助業務の従事者は他の職務を兼任できるものとし、また、その人事に関する事項
については、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及
び子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委
員会に報告するための体制

　当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、当社監査等委員会が選定する監査
等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、すみやかに適切な報告を行う。
　当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、法令及び定款に違反する重大な事
実並びに会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報
告する。
　当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び
使用人からの内部通報を受けた場合には監査等委員会に報告する。なお、監査等委員会へ報告を行った者に対
し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

－ 2 －
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⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
　監査等委員会が選定する監査等委員は、業務の執行状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席す
るとともに、重要会議の議事録及び稟議書並びに内部監査報告書をはじめとする重要書類を閲覧し、当社グル
ープの取締役及び使用人に随時説明を求めることができる。また、監査等委員会は、必要に応じて会計監査人
及び内部監査部門と会合を行い、緊密な連携を図る。
　監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等に関しては、それを支弁するため必要な措置をとる。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】
① 企業集団における取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・「企業理念」・「EIZOグループ行動指針」・「EIZOグループ人権方針」・「EIZOグループ贈収賄・腐
敗行為防止方針」及び「コンプライアンス規程」を定め、すべての役職員に周知徹底し、また、コンプ
ライアンス意識の醸成のための教育活動を継続的に実施しています。

・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ会社におけるコンプライアンス活動の実施状況の確認
を行っています。

・内部通報制度の運用を通じて、不正の未然防止、早期発見及び対策の実施等に努めています。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
・取締役会議事録及び関係資料等、取締役の職務の執行に係る文書については、いずれも関連法令及び社

内規程に従って適切に保存・管理しています。

③ 企業集団における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理活動として、「リスクマネジメント基本規程」に基づき当社グループの事業活動に影響を及

ぼすリスクを把握、分析し必要な対策を検討の上、経営会議にて審議、決定しています。
・ 災害や不測の事故発生時においても、事業活動への影響を最小限に抑え、事業継続できるよう、事業継

続計画（BCP）を策定しています。

④ 企業集団における取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・執行役員制度により経営の監督と業務の執行を分離し、迅速な意思決定及び業務執行に努めています。
・常勤取締役及び執行役員にて構成される経営会議において重要な経営課題について審議及び協議し、効

率的な経営に努めています。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「グループ会社管理規程」、「Approval & Report Policy」に基づき、各グループ会社から当社へ経営

状況、財務状況その他重要事項について報告されており、業務の適正な運用につき確認し、必要な承認
を行っています。

・当社グループ会社に対する内部監査を年度監査計画に基づき実施しています。

－ 3 －
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⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他
の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の
当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・内部監査部門は監査等委員会の職務が効率的に遂行されるよう、その職務を補助しています。なお、当

該補助従業者の人事に関しては、監査等委員会の事前の同意を得ています。

⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及
び子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委
員会に報告するための体制 並びに ⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確
保する体制
・監査等委員会が選定する監査等委員は、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く）及び使用人から必要な報告を受けています。また重要会議の議事録、稟議書等の重要
書類を閲覧し、随時当社グループの取締役及び使用人に説明を求める等、業務執行の状況を確認してい
ます。

（ご参考）当社は、2026年４月１日付で、業務の適正を確保するための体制を一部改定しました（監査等委
員会事務局の新設に伴う変更）。

－ 4 －
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連結株主資本等変動計算書

（ 2025年 4 月  1日から
2026年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 4,425 4,326 85,887 △3,979 90,660

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰余金の配当 △4,424 △4,424

親会社株主に帰属する
当期純利益 7,323 7,323

自己株式の取得 △3,582 △3,582

自己株式の消却 △2,782 2,782 －

自己株式の処分 4 9 14

利益剰余金から資本剰余金への振替 2,764 △2,764 －

株主資本以外の項目の当連結会計
年度変動額(純額)

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － △13 133 △790 △670

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 4,425 4,313 86,021 △4,770 89,991

連結株主資本等変動計算書

－ 5 －
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連結株主資本等変動計算書

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調
整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 28,057 4,969 667 33,694 124,355

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰余金の配当 △4,424

親会社株主に帰属する
当期純利益 7,323

自己株式の取得 △3,582

自己株式の消却 －

自己株式の処分 14

利益剰余金から資本剰余金への振替 －

株主資本以外の項目の当連結会計
年度変動額(純額) 10,573 2,678 △7 13,244 13,244

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 10,573 2,678 △7 13,244 12,574

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 38,631 7,648 659 46,939 136,930

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 6 －
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連結注記表

 連　結　注　記　表
Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項
以下の子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　17社
EIZOエムエス㈱
アイレムソフトウェアエンジニアリング㈱
EIZOサポートネットワーク㈱
カリーナシステム㈱
EIZOエージェンシー㈱
EIZO GmbH
EIZO Technologies GmbH
EIZO Rugged Solutions Inc.

卓 像技 （ 州）有限公司
EIZO Inc.
EIZO Nordic AB
EIZO AG
EIZO Limited
EIZO Europe GmbH
EIZO Austria GmbH
EIZO Private Limited
EIZO Middle East Ltd.

２．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、 卓 像技 （ 州）有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類
の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
　なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

－ 7 －
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３．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ

時価法
ハ．棚卸資産

商品、製品及び仕掛品については主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、原材料については主として移動平均法による原価
法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除
く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）、在外連結子会社は主
として定額法

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物及び構築物　　　　　　15～50年
機械装置及び運搬具　　　　7～10年
その他（工具器具備品）　　2～6年

ロ．無形固定資産
自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（主に5年）に基づく定額法
その他の無形固定資産

定額法（主な耐用年数は3～7年）
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(3) 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給対象期間に係る当連結会計年度負担見込額を計上してお

ります。
ハ．役員退職慰労引当金

当社役員への退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく連結会計年度末退職慰労金要支給額を計
上しております。

なお、2004年6月22日開催の当社第37回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び
同日までの在任期間に対する退職慰労金を当社の各取締役及び監査役のそれぞれの退任の際に支給す
ることが決議されたことにより、同日以降の役員退職慰労引当金繰入を行っておりません。

ニ．ソフトウェア受注損失引当金
受注制作ソフトウェアの開発中の案件のうち、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、か

つ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、損失見込額を計上しております。
ホ．製品保証引当金

製品のアフターサービスに対する費用支出に充てるため、過去の実績を基礎として保証期間内のサ
ービス費用発生見込額を計上しております。

ヘ．リサイクル費用引当金
リサイクル対象製品等の回収及び再資源化の費用支出に充てるため、売上台数を基準として費用発

生見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、期間定額基準によっております。
ロ．過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法

過去勤務費用及び数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、過去勤務費用は発生時より、数理計
算上の差異は発生の翌連結会計年度からそれぞれ費用処理しております。
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連結注記表

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは映像機器及びその関連製品の開発・製造・販売を主な事業としております。製品販

売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足され
ると判断していることから、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、アミューズメン
ト用ソフトウェア受託開発については、原価回収基準により開発着手から検収時までの一定期間にわ
たり段階的に収益を認識しております。

収益は、顧客との契約において約束された対価の金額から、値引き及びリベート等を控除した金額
で測定しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨
に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換
算調整勘定に含めて計上しております。
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海外
（百万円）

国内
（百万円）

計
（百万円）

B＆P 9,323 5,002 14,325
ヘルスケア 25,703 10,875 36,578
クリエイティブワーク 4,346 996 5,342
V＆S 7,763 4,788 12,552
アミューズメント － 5,414 5,414
その他 721 6,372 7,094
顧客との契約から生じる収益 47,858 33,449 81,308

Ⅱ．収益認識に関する注記
(1)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2)　収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは映像機器及びその関連製品を主とした実質的な単一セグメントでありますが、収益は履行義

務の充足時期の違いから製品の販売とアミューズメント用ソフトウェアの受託開発に分解されます。製品の販
売はB&P、ヘルスケア、クリエイティブワーク、V&S、アミューズメントに含まれ、アミューズメント用ソフ
トウェアの受託開発はその他の一部に含まれます。

製品の販売
製品の販売による顧客に対する履行義務は、製品を顧客に引渡し顧客が当該製品に対する支配を獲得した時

点で充足されると判断しております。そのため、製品を引渡した一時点において収益を認識しております。
取引価格は顧客との契約において約束された対価の金額から、値引き及びリベート等を控除した金額で測定

しております。対価の金額には重要な金融要素は含まれておりません。

アミューズメント用ソフトウェア受託開発
当受託開発による顧客に対する履行義務は、顧客からの依頼に基づき開発に着手してからソフトウェアの成

果物を顧客に提供し検収が完了するまでの一定期間にわたり充足されると判断しております。そのため、開発
着手から検収完了までの期間にわたり収益を認識しております。収益の認識は、履行義務の充足に係る進捗度
を合理的に見積ることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合には原価回収基準に
より行っております。

取引価格は顧客との契約において約束された対価の金額に基づいており、対価の金額には重要な金融要素は
含まれておりません。
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当連結会計年度期首残高
（百万円）

当連結会計年度期末残高
（百万円）

顧客との契約から生じた債権 17,680 17,864
契約資産 3,592 4,515
契約負債 743 688

(3)　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、顧客とのアミューズメント用ソフトウェア受託開発について、開発の成果物に係る対価に対
する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧
客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該受託開発に関する対価は契約条件に従い、顧客へ成果
物を納品し検収が完了した時点で請求し、概ね請求月の翌月に受領しております。

契約負債は、主に顧客と保守契約を締結し受領した保守代金のうち、保守期間が経過していない前受金に
関するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループがアミューズメント用ソフトウェア受託開発に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額

は2,569百万円です。当該履行義務について、ソフトウェアの開発が完了するにつれて今後25か月の間で収
益を認識することを見込んでおります。
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当連結会計年度
（百万円）

商品及び製品 15,044
仕掛品 2,479
原材料及び貯蔵品 20,218

当連結会計年度
（百万円）

有形固定資産 26,321
無形固定資産 836

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
1. 棚卸資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産の市場需要に基づく将来の販売見込み及び正味売却価額から、棚卸資産が将来に獲得可能なキャ

ッシュ・フローを見積り、必要な評価減を計上しております。実際の市場における需要又は正味売却価額が
当社の見積りより悪化した場合には、追加の評価減が必要となる可能性があります。

棚卸資産の評価が翌年度の連結計算書類に与える影響について、現時点において客観的に予測することは
困難でありますが、過去の実績を基に推測すると最大で棚卸資産全体の3％程度の増減が発生するものと想
定されます。

なお、見積りは当連結会計年度末時点で入手可能な情報に基づき実施しております。

2. 固定資産の減損損失
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、映像機器及びその関連機器の開発・生産・販売のための建物や機械装置等の有形固定資

産を有しており、キャッシュ・フローを生み出す単位に基づき資産をグルーピングしております。当連結会
計年度において、一部の資産グループに減損の兆候を識別しました。

減損テストにおいて、該当する資産グループの回収可能価額と帳簿価額を比較した結果、一部の資産グル
ープにおいて帳簿価額が回収可能価額を上回ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減
少額を減損損失として認識しました。

なお、将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は不確実性が含まれており、翌連結会計年度
以降において事業計画や市況の変化等により当該見積りや仮定の見直しが必要となった場合、減損損失が発
生する可能性があります。
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場所 用途 種類 金額
ドイツ 事業用資産 建物及び構築物 497百万円

Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 29,918百万円

(2) 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産
売掛金 15,620百万円
契約資産 4,515百万円

(3) 契約負債 688百万円

Ⅴ．連結損益計算書に関する注記
(1) 投資有価証券売却益

当社が保有する投資有価証券のうち国内上場株式4銘柄を売却したことによるものです。

(2) 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

当社グループは固定資産の種類別、所在地別又は目的別に、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の
単位にて資産のグルーピングを行っております。

欧州の開発製造会社において、建物の実質的な評価額が減少したことから帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、減損損失として特別損失に計上しております。

なお、事業用資産の回収可能価額は使用価値で測定しており、固定資産の一部を減損損失として認識してお
ります。

(3) 固定資産除却損
工場の稼働が低水準にとどまり当初想定していた効果の発現が見込めなくなったことから、前期に稼働開始

した製造実行システムを除却したことによるものです。

(4) 事業構造改善費用
　欧州において、当社グループの競争力強化および収益性の改善を目的に、グループ内における機能・役割の
再構築および合理化を進めております。その過程において、当社の強みである直販モデルの基盤を維持しつ
つ、販売・マーケティングに関する運営方針の見直しを図るとともに、グループ全体での営業活動の効率化を
図るため、営業組織体制の再構築を進めております。また、これらの施策に関連して、一部の開発拠点および
生産拠点の再編を行っております。これら一連の施策に伴い発生した費用を、事業構造改善費用として一括し
て計上しております。その主な内訳は、固定資産の減損損失168百万円、退職金273百万円であります。
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場所 用途 種類 金額
スウェーデン 事業用資産 建物及び構築物、使用権資産等 119百万円

スイス 事業用資産 無形固定資産等 49百万円

　　固定資産の減損損失168百万円に係るものは以下の通りであります。

当社グループは固定資産の種類別、所在地別又は目的別に、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の
単位にて資産のグルーピングを行っております。欧州の販売子会社において事業環境低迷の長期化により収益
性が低下したことから帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。そ
の主な内訳は、建物及び構築物6百万円、使用権資産128百万円、無形固定資産7百万円、有形固定資産その
他25百万円であります。

なお、事業用資産の回収可能価額は使用価値で測定しており、固定資産の帳簿価額168百万円の全額を減損
損失として認識しております。

(5) 退職給付制度改定損
国内の一部の連結子会社における退職給付制度の変更に伴い発生したものです。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 43,962,320株 －株 1,631,500株 42,330,820株

イ．2025年5月15日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 2,160百万円
・1株当たり配当額 52円50銭
・基準日 2025年  3月31日
・効力発生日 2025年  6月2日

ロ．2025年10月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 2,264百万円
・1株当たり配当額 55円00銭
・基準日 2025年  9月30日
・効力発生日 2025年11月28日

2026年5月19日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 2,174百万円
・配当原資 利益剰余金
・1株当たり配当額 55円00銭
・基準日 2026年  3月31日
・効力発生日 2026年  6月3日

Ⅵ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

⑴　投資有価証券 64,424 64,424 －
資産計 64,424 64,424 －
⑵　長期借入金※ 825 825 －
負債計 825 825 －
　デリバティブ取引 56 56 －

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）
非上場株式 17

Ⅶ．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、主に設備投資計画に照らして、必要に応じて資金を調達することとしております。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金は主に自己資金にて賄っております。

受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る信用リスクについては、与信管理規程に沿って定期的にモニタリ
ングし、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。借入金は全額外貨建であり、短期借入金は外貨建の
債権に対する為替リスクのヘッジを目的としております。長期借入金は連結子会社であるEIZO GmbHの工
場建設に係る資金調達であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2026年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等は次表には含まれておりません((注)参照)。また、現金は注記を省略し
ており、預金、受取手形、売掛金及び電子記録債権、買掛金及び短期借入金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

※1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(注) 市場価格のない株式等
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連結注記表

(単位：百万円)

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　　株式 64,424 － － 64,424

デリバティブ取引

　通貨関連 － 56 － 56

資産計 64,424 56 － 64,481

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ

ルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

　　　　  　　　　時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
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連結注記表

(単位：百万円)

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金   － 825 － 825

負債計 － 825 － 825

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル1の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約の時価は相場価格を用いて評価しております。インプットである所定の通貨の先物為替相場がそ

の全期間にわたって一般に公表されており観察可能であるため、レベル2の時価に分類しております。

長期借入金
適用金利が変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また、当社グループの信用状態は実行後と大き

く異なっていないことから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、
レベル2の時価に分類しております。
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連結注記表

(1) 1株当たり純資産額 3,463円64銭
(2) 1株当たり当期純利益 180円64銭

Ⅷ．1株当たり情報に関する注記

Ⅸ．重要な後発事象に関する注記
自己株式の取得

当社は、2026年5月12日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づ
き、自己株式を取得することを決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由
株主還元と資本効率の向上を図ることを目的としております。
自己株式取得に要する資金については、当社の手元資金及び保有する投資有価証券の売却によって充当する

予定であります。

２．自己株式の取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得しうる株式の総数 1,500,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　3.79％）
(3)株式の取得価額の総額 4,000百万円（上限）
(4)取得期間 2026年5月25日～2027年4月30日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付け
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株主資本等変動計算書

（ 2025年 4 月  1日から
2026年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金

そ の 他
資 本
剰 余 金

利益準備金
その他利益剰余金

別 　 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,425 4,313 13 228 61,000 9,071 △3,979 75,072

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △4,424 △4,424

当期純利益 5,915 5,915

自己株式の取得 △3,582 △3,582

自己株式の消却 △2,782 2,782 －

自己株式の処分 4 9 14
利益剰余金から資本剰余金
への振替 2,764 △2,764 －

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) －

当 期 変 動 額 合 計 － － △13 － － △1,274 △790 △2,078

当 期 末 残 高 4,425 4,313 － 228 61,000 7,797 △4,770 72,994

評 価 ・ 換 算
差 額 等 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 27,899 102,972

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △4,424

当期純利益 5,915

自己株式の取得 △3,582

自己株式の消却 －

自己株式の処分 14
利益剰余金から資本剰余金
への振替 －

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 10,563 10,563

当 期 変 動 額 合 計 10,563 8,485

当 期 末 残 高 38,463 111,458

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物 15～50年
機械及び装置 7～10年
工具、器具及び備品 2～6年

個　別　注　記　表
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式及び関係会社出資金

移動平均法による原価法
(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品、製品及び仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

(2) 原材料
移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）

４．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物は定額法
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

(2) 無形固定資産
ソフトウェア

社内における利用可能期間（主に5年）に基づく定額法
その他の無形固定資産

定額法（主な耐用年数は3～7年）
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個別注記表

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。

６．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給対象期間に係る当事業年度負担見込額を計上しておりま

す。
(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、期間定額基準によっております。

ロ．過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
過去勤務費用及び数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、過去勤務費用は発生時より、数理計算上
の差異は発生の翌事業年度からそれぞれ費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく期末退職慰労金要支給額を計上しております。
なお、2004年6月22日開催の第37回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び同日ま

での在任期間に対応する退職慰労金を各取締役及び監査役のそれぞれの退任の際に支給することが決議
されたことにより、同日以降の役員退職慰労引当金の繰入を行っておりません。

(5) 製品保証引当金
製品のアフターサービスに対する費用支出に充てるため、過去の実績を基礎として保証期間内のサー

ビス費用発生見込額を計上しております。
(6) リサイクル費用引当金

リサイクル対象製品等の回収及び再資源化の費用支出に充てるため、売上台数を基準として費用発生
見込額を計上しております。
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個別注記表

７．収益及び費用の計上基準
当社は映像機器及びその関連製品の開発・製造・販売を主な事業としております。製品販売について

は、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断して
いることから、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。

収益は、顧客との契約において約束された対価の金額から、値引き及びリベート等を控除した金額で
測定しております。

８．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処
理の方法と異なっております。

Ⅱ．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

当社は映像機器及びその関連製品を主とした実質的な単一セグメントであり、収益の主たる内容は製品及び
ソフトウェアの販売となります。

製品及びソフトウェアの販売
製品及びソフトウェアの販売による顧客に対する履行義務は、製品及びソフトウェアを顧客に引渡し顧客が

当該製品に対する支配を獲得した時点で充足されると判断しております。そのため、製品を引渡した一時点に
おいて収益を認識しております。輸出販売については貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収
益を認識しております。

取引価格は顧客との契約において約束された対価の金額から、値引き及びリベート等を控除した金額で測定
しております。対価の金額には重要な金融要素は含まれておりません。
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個別注記表

当事業年度
（百万円）

商品及び製品 3,879
仕掛品 1,895
原材料及び貯蔵品 15,352

短期金銭債権 12,306百万円
長期金銭債権 2,508百万円
短期金銭債務 4,301百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 17,560百万円

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産の市場需要に基づく将来の販売見込み及び正味売却価額から、棚卸資産が将来に獲得可能なキ

ャッシュ・フローを見積り、必要な評価減を計上しております。実際の市場における需要又は正味売却価
額が当社の見積りより悪化した場合には、追加の評価減が必要となる可能性があります。

棚卸資産の評価が翌年度の計算書類に与える影響について、現時点において客観的に予測することは困
難でありますが、過去の実績を基に推測すると最大で棚卸資産全体の3％程度の増減が発生するものと想
定されます。

なお、見積りは当事業年度末時点で入手可能な情報に基づき実施しております。

Ⅳ．貸借対照表に関する注記
１．関係会社に対する金銭債権債務
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個別注記表

売上高 24,258百万円
仕入高 359百万円
外注加工費等 2,792百万円

営業取引以外の取引高 520百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 2,803,674株 1,631,500株 1,638,199株 2,796,975株

Ⅴ．損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

(2) 投資有価証券売却益
当社が保有する投資有価証券のうち国内上場株式4銘柄を売却したことによるものです。

(3) 固定資産除却損
工場の稼働が低水準にとどまり当初想定していた効果の発現が見込めなくなったことから、前期に稼働開

始した製造実行システムを除却したことによるものです。

(4) 関係会社出資金評価損
当社のドイツ連結子会社であるEIZO GmbHへの出資金について、同社の経営成績及び財政状態を勘案し

た結果、減損処理を実施したことによるものです。

Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,631,500株は、取締役会決議による自己株式の取得
1,631,500株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,638,199株は、取締役会決議による自己株式の消却
1,631,500株、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分6,699株であります。
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個別注記表

繰延税金資産 百万円
売上値引 364
棚卸資産評価損 379
未払事業税 151
賞与引当金 340
製品保証引当金 264
関係会社出資金評価損 2,401
関係会社株式評価損 1,378
投資有価証券評価損 140
減価償却超過額 1
退職給付引当金 534
リサイクル費用引当金 115
その他 418

繰延税金資産小計 6,489
評価性引当額 △3,957

繰延税金資産合計 2,532
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △17,412
その他 △1

繰延税金負債合計 △17,414
繰延税金負債の純額 △14,882

Ⅶ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
に関する取扱い」 (実務対応報告第42号　2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処
理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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種 類 会 社 等 の 名 称
議決権の
所有割合

(%)

関 係 内 容
取 引 の 内 容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等 事 業 上 の 関 係

子会社 EIZOエムエス㈱ 100 兼任
1名

当社製品の完成品組立、電
子回路基板等の製造

資金の貸付（注1） 440
貸付金 2,015

資金の返済（注1） 312

子会社 アイレムソフトウェア
エンジニアリング㈱ 100 兼任

2名
アミューズメントソフトウ
ェアの開発、販売

開発費の支払（注2） 4,450

未払金 710資金の預り（注3） 1,810

資金の返済（注3） 1,800

子会社 EIZO GmbH 100 兼任
なし

ヘルスケア市場向け映像機
器等を当社にて日本で販売
当社製品の販売

資金の貸付（注1） 27,477

貸付金 7,522受取利息（注1） 165

資金の返済（注1） 27,436

子会社 EIZO Europe GmbH 100 兼任
1名 当社製品を欧州地域で販売 映像機器の販売（注4） 10,179 売掛金 2,597

子会社 EIZO Inc. 100 兼任
2名 当社製品を北米地域で販売

映像機器の販売（注4） 5,079 前受金 270

資金の預り（注3） 763

未払金 1,390利息の支払（注3） 58

資金の返済（注3） 377

(1) 1株当たり純資産額 2,819円31銭
(2) 1株当たり当期純利益 145円91銭

Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記

（注）１. 資金の貸付につきましては、市場金利等を勘案して貸付条件を決定しており、返済期間は主に3
か月から10年、期日一括返済としております。なお、担保は受け入れておりません。

２. アイレムソフトウェアエンジニアリング㈱に対する開発費の支払に関する取引価格につきまして
は、同社の総原価と当社の販売価格を勘案し、決定しております。

３. 資金の預りにつきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
４. 当社製品の販売につきましては、現地での市場価格を勘案して販売価格を決定しております。

Ⅸ．1株当たり情報に関する注記

Ⅹ．重要な後発事象に関する注記
連結注記表　Ⅸ．重要な後発事象に関する注記に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま

す。
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連結計算書類に係る会計監査報告

有限責任監査法人トーマツ　北陸事務所
指定有限責任社員 公認会計士 久 世 浩 一業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 大 枝 和 之業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年５月18日

EIZO株式会社
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、EIZO株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計
年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、EIZO株式会社
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

　・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

　・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するた
めに、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水
準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 30 －



2026/05/20 13:09:03 / 25298080_ＥＩＺＯ株式会社_招集通知

計算書類等に係る会計監査報告

有限責任監査法人トーマツ　北陸事務所
指定有限責任社員 公認会計士 久 世 浩 一業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 大 枝 和 之業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2026年５月18日

EIZO株式会社
取締役会　御中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、EIZO株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第59期
事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等に係る会計監査報告
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計算書類等に係る会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

　・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

　・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立
性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水
準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第59期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしまし
た。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき
整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門及び内部統
制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、その内容について確認いたしました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に
従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

EIZO株式会社　監査等委員会

監査等委員会委員長 井 上 　 亨
常 勤 監 査 等 委 員 出 南 一 彦
監 査 等 委 員 滝 野 弘 二
監 査 等 委 員 大 砂 雅 子

2026年５月19日

　
（注）監査等委員井上　亨、滝野弘二及び大砂雅子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役でありま

す。

以　上
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